
福
井
県
告
示
第
４
２
５
号

　
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
５
３
号
）
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
有
害
物

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
越
前
市
北
府
２
丁
目
２
０
５
字
西
榎
新
田
１
番
１
の

　
一
部
、
２
１
番
の
一
部
、
２
４
番
の
一
部
、
３
３
番
１
の
一
部
、
３
３
番
２
の
一
部
、
３
３
番
３
の
一

　
部
、
４
３
番
の
一
部
）

２
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
９
号
）
第
３
１
条
第
１
項
の
基
準
に
適

　
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

告
　
示

　
○
土
壌
汚
染
対
策
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
（
四
　
　

　
　
二
五
・
環
境
政
策
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

　
○
道
路
の
位
置
の
指
定
（
四
二
六
・
丹
南
土
木
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　
○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
四
二
七
・
高
校
教
育
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

公
　
告

　
○
令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実
施
（
自
然
環
境
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　
○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
（
産
業
政
策
課
）…

五

教
育
委
員
会
告
示

　
○
教
育
職
員
免
許
状
の
取
上
げ
処
分
（
一
四
・
教
職
員
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　
○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
一
九
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

　
○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
（
一
二
〇
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

　
○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
二
一
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　
○
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
福
井
県
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
　
　

　
　
支
報
告
書
の
要
旨
（
一
二
二
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　
○
福
井
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
あ
わ
ら
市
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
　
　

　
　
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
一
二
三
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四

令和４年11月15日（火）1 福井県報第 222 号

第　  222  　号

火 曜 日 発 行

令 和 ４ 年
11月15日（火）

告
　
　
　
　
　
示
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福
井
県
告
示
第
４
２
６
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
丹
南
土
木
事
務
所
長
　
小
野
田
　
利
宏

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
鯖
江
市
上
鯖
江
１
－
１
０
－
１
２

　
　
サ
ン
サ
ン
開
発
セ
ン
タ
ー

　
　
代
表
　
木
水
　
博

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
２
７
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
３
１
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付

受
託
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
２
３
１
条
の
２
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。
　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ペ
イ
ジ
ェ
ン
ト

　
　
東
京
都
渋
谷
区
円
山
町
１
９
－
１

２
　
指
定
し
た
日

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
日

　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
）
第
５
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　

１
　
狩
猟
免
許
試
験
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お
よ
び
申
請
期
間

試
験
は
、
下
記
の
会
場
で
開
催
す
る
。

令和４年11月15日（火） 福 井 県 報 第 222 号3

公
　
　
　
　
　
告

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

鯖
江
市
糺
町
２
６
字
久
田
１

番
１
０

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

６
．０
０

３
９
．９
０

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）



２
　
狩
猟
免
許
試
験
の
内
容

　
⑴
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能
力
）

　
⑵
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
に
関
す
る
知

　
　
識
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
）

　
⑶
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
お
よ
び
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許
ま
た
は
第

　
　
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。
）

３
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
　
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら

　
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
。
た
だ
し
、
網
猟
免
許
お
よ
び
わ
な
猟
免
許
に
つ
い
て
は

　
１
８
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
、
第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
つ
い
て
は
２
０

　
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
に
限
る
。

４
　
受
験
等
の
手
続

　
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
必
ず
、
自
然
環
境
課
へ
申
請
の

　
予
約
申
し
込
み
を
行
っ
た
後
、
狩
猟
免
許
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に

　
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各
農
林
総
合
事
務
所
林
業
・
木
材
活
用
課

　
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
林
業
・
木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
（
以

　
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
。
　

　
　
な
お
、
申
請
書
の
用
紙
は
、
自
然
環
境
課
か
ら
配
布
す
る
。

　
⑴
　
写
真
　
１
枚
　

　
　
（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の
本
人
像
を
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の

　
　
で
、
大
き
さ
は
縦
３
．
０
ｃ
ｍ
、
横
２
．
４
ｃ
ｍ
と
す
る
。
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月

　
　
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
)　

　
⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
１
通

　
　
（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号
の

　
　
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
。
）

　
⑶
　
医
師
の
診
断
書
　
１
通
　

　
　
（
申
請
者
が
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の
で

　
　
、
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
診
断
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

　
　
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）
　
　

　
⑷
　
返
信
用
封
筒
　
１
通

　
　
（
８
４
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
と
し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び
氏
名

令和４年11月15日（火） 福 井 県 報 第 222 号 4
試
験
日

令
和
5年
2月
5日
（
日
）
9時
30分
か
ら

16時
30分
ま
で

令
和
4年
12月
1日
（
木
）
か
ら

令
和
4年
12月
20日
（
火
）
ま
で

※
申
請
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
定
員

に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

永
平
寺
開
発
セ
ン
タ
ー
・
永
平
寺
支
所

吉
田
郡
永
平
寺
町
東
古
市
10-5

60名

時
間

場
所

予
約
申
請
期
間

定
員



　
　
を
記
入
し
た
も
の
。
）
　

５
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料
の
納
入
　

　
　
免
許
１
種
類
に
つ
き
５
，
２
０
０
円

　
（
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
れ
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

　
る
場
合
は
、
免
許
１
種
類
に
つ
き
３
，
９
０
０
円
）
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所
定

　
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
に
よ
り
申
込
番
号
を
申
請
書

　
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　
合
格
者
の
発
表
　

　
　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、
合
格
者
に
は
３
月
初

　
旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を
通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。
　

７
　
そ
の
他
　

　
　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間
、
福
井
県
安
全
環
境
部
自
然
環
境
課
内

　
に
お
い
て
福
井
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
４
年
福
井
県
条
例
第
６
号
）
第
２
４
条
の
規
定
に
よ

　
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知
識
試
験
、
技
能
試
験
の
得

　
点
お
よ
び
適
性
試
験
の
合
否
と
す
る
。

　
　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
安
全
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電
話
０
７

　
７
６
－
２
０
－
０
３
０
６
）
ま
た
は
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
あ
て
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
坂
井
店

　
　
福
井
県
坂
井
市
坂
井
町
下
新
庄
１
６
字
７
番
２
　
外
１
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
７
１
８
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
８
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
倉
庫
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
１
４
号

　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
４
７
号
）
第
１
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
免
許

状
は
取
上
げ
処
分
と
し
た
の
で
、
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３
０
年
福
井
県
教
育
委
員
会
規

則
第
３
号
）
第
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会

１
　
取
上
げ
処
分
と
し
た
免
許
状

２
　
取
上
げ
処
分
の
理
由

　
　
教
育
職
員
免
許
法
第
１
１
条
第
３
項
（
同
法
施
行
規
則
第
７
４
条
の
２
第
８
号
イ
）
該
当

令和４年11月15日（火） 福 井 県 報 第 222 号5

教
育
委
員
会
告
示

名
称

福
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

坂
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

奥
越
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

丹
南
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

嶺
北
振
興
局
林
業
水
産
部

林
業
・
木
材
活
用
課

嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

林
業
水
産
課

910-8555

913-8511

912-0016

915-0882

917-0297

914-0811

0776（
21）
8213

0776（
81）
3223

0779（
65）
1492

0778（
23）
4961

0770（
56）
2218

0770（
22）
0291

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
合
同
庁
舎

坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

坂
井
合
同
庁
舎

大
野
市
友
江
１
１
－
１
０

奥
越
合
同
庁
舎

越
前
市
上
太
田
町
４
１
－
５

南
越
合
同
庁
舎

小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

若
狭
合
同
庁
舎

敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

敦
賀
合
同
庁
舎 住
所
地

郵
便
番
号

連
絡
先

氏
　
名

取
上
げ
処
分
年
月
日

免許状の種類

中
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
（
理
科
）
（
平
２
６
中
一
第
３
５
９
号
）

授
与
年
月
日
　
平
成
２
７
年
３
月
２
０
日

授
与
権
者
　
　
岡
山
県
教
育
委
員
会

高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
（
理
科
）
（
平
２
６
高
一
第
４
１
１
号
）

授
与
年
月
日
　
平
成
２
７
年
３
月
２
０
日

授
与
権
者
　
　
岡
山
県
教
育
委
員
会

令
和
４
年
１
０
月
２
１
日

西
嶋
　
賢
真

本
籍
地

福
井
県

令
和
4年

4月
1日

令
和
4年

4月
27日

令
和
4年

9月
1日

令
和
4年

9月
29日

令
和
4年

10月
7日

い
と
う
聖
一
後
援
会

は
し
も
と
充
雄
後
援

会伊
藤
博
夫
を
囲
む
会

高
橋
こ
う
す
け
後
援

会岸
本
か
ず
と
し
後
援

会

伊
藤
　
聖
一

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

松
山
　
裕
一
朗

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
雅
代

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

小
原
　
好
子

松
山
　
裕
一
朗

岸
本
か
ず
と
し
後
援
会

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
宏
実

橋
本
　
充
雄

酒
井
　
学

坪
川
　
金
義

木
村
　
治
一

岸
本
一
敏
後
援
会

岸
本
　
一
敏

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

代
表
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧



福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
１
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

届
　
出

年
月
日

令
和
4年

9月
21日

千
田
崇
裕
と
福
井
を
考
え

る
会

福
井
市
月
見
３
－
１
４
－
５

千
田
　
崇
裕

大
嶋
　
歩

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

令
和
4年

4月
1日

令
和
4年

4月
27日

令
和
4年

9月
1日

令
和
4年

9月
29日

令
和
4年

10月
7日

い
と
う
聖
一
後
援
会

は
し
も
と
充
雄
後
援

会伊
藤
博
夫
を
囲
む
会

高
橋
こ
う
す
け
後
援

会岸
本
か
ず
と
し
後
援

会

伊
藤
　
聖
一

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

松
山
　
裕
一
朗

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
雅
代

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

小
原
　
好
子

松
山
　
裕
一
朗

岸
本
か
ず
と
し
後
援
会

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
宏
実

橋
本
　
充
雄

酒
井
　
学

坪
川
　
金
義

木
村
　
治
一

岸
本
一
敏
後
援
会

岸
本
　
一
敏

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

代
表
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
１
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
２
号

　
公
職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
１
９
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
７

月
１
０
日
執
行
の
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
福
井
県
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関

す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨
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令
和
4年

4月
1日

令
和
4年

4月
27日

令
和
4年

9月
1日

令
和
4年

9月
29日

令
和
4年

10月
7日

い
と
う
聖
一
後
援
会

は
し
も
と
充
雄
後
援

会伊
藤
博
夫
を
囲
む
会

高
橋
こ
う
す
け
後
援

会岸
本
か
ず
と
し
後
援

会

伊
藤
　
聖
一

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

松
山
　
裕
一
朗

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
雅
代

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

小
原
　
好
子

松
山
　
裕
一
朗

岸
本
か
ず
と
し
後
援
会

渡
辺
　
富
博

伊
藤
　
宏
実

橋
本
　
充
雄

酒
井
　
学

坪
川
　
金
義

木
村
　
治
一

岸
本
一
敏
後
援
会

岸
本
　
一
敏

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

代
表
者

解
散
年
月
日

令
和
4年
4月
27日

令
和
4年
9月
28日

は
し
も
と
充
雄
後
援
会

伊
藤
博
夫
を
囲
む
会

橋
本
　
千
里

伊
藤
　
博
夫

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
３
号

　
公
職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
１
９
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
７

月
１
０
日
執
行
の
福
井
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
あ
わ
ら
市
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に

関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨
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令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県


